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総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 

新エネルギー小委員会 買取制度運用ワーキンググループ（第１回) 

 

日時 平成26年２月18日（火）17：31～19：28 

場所 経済産業省本館地下２階講堂 

議題 （１）買取制度運用ワーキンググループの設置等について 

   （２）固定価格買取制度における回避可能費用の取扱いについて 

   （３）固定価格買取制度における認定制度の在り方について 

   （４）その他 

 

１．開会 

○村上新エネルギー対策課長 

 大橋委員が、まだ、お見えでございませんが、定刻になりましたので始めさせていただきたい

と思います。 

 事務局を務めさせていただきます新エネルギー対策課長の村上でございます。 

 ただ今から、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委

員会第１回買取制度運用ワーキンググループを開催させていただきます。本日はご多忙のところ、

お集まりいただき誠にありがとうございました。 

 なお、本ワーキンググループの設置につきましては、総合資源エネルギー調査会運営規程第13

条に基づき、その上部組織になります省エネルギー・新エネルギー分科会の柏木分科会長に事前

に了承を得たということで、設置を決めさせていただいてございます。 

 それでは、開会に当たりまして、事務局を代表しまして省エネルギー・新エネルギー部長の木

村より一言ご挨拶をさせていただきます。 

○木村省エネルギー・新エネルギー部長 

 木村でございます。本日は諸先生方におかれましては、お忙しいところ、お集まりいただきま

して、誠にありがとうございます。 

 また、エネルギー行政に日々、ご指導ご鞭撻をたまわりまして、それも深く感謝を申し上げま

す。固定価格買取制度、一昨年７月に施行されました。その後、さまざまな紆余曲折はあったわ

けでございますけれども、おおむね順調に太陽光を中心として現在、導入が進んでいると評価を

しております。やはり、固定価格買取制度の威力と申しますか、これも非常に大きなものがある

わけでございます。他方、制度が定着する段階でさまざまなご批判といいますか、ご指摘も承っ
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ております。本日、議論の対象になっております回避可能費用の取扱い、それから認定の取扱い

でございますけれども、こういったものにつきましてもご批判あるいは、ご指摘といったものを

承っているということでございます。 

 固定価格買取制度は、ご承知のとおり国民負担によって支えられている制度でございますので、

やはり何よりも制度の安定性を維持していく、あるいは予見可能性を維持していくためには、ど

うしても私どもとしても説明責任をしっかり果たしていく必要があるわけでございますし、やは

り制度自身の信頼、クレディビリティといったものが意識されていく必要があると思っておりま

す。したがいまして、もちろん、全てではないかもしれませんけれども、さまざまなご批判につ

いて、しっかり透明性のあるプロセスで議論をした上で、一つ一つ答えを出していくということ

が欠かせないと思っております。 

 今回、議論をしていただきます２つの論点につきましては、できましたら平成26年度から早速

運用に取り入れたいというふうに考えてございます。そういった意味では、今、２月18日という

ことで、本当に時間がない中で大変恐縮ではございますけれども、何とぞ活発なご議論を承りた

いと思っておりまして、ぜひよろしくお願い申し上げます。 

 ありがとうございます。 

○村上新エネルギー対策課長 

 ありがとうございます。 

 では、次に本ワーキンググループの座長につきましては、分科会長が指名するという規定にな

ってございまして、事前に柏木分科会長より山地座長をご指名いただいております。 

 では、恐縮でございます。山地座長、一言、よろしくお願いいたします。 

○山地座長 

 ワーキンググループの座長を務めさせていただくことになりました山地でございます。 

 私は、もう大分前になりますが、この新エネルギー小委員会の前身、新エネルギー部会と申し

ておりましたが、そのとき部会長として固定価格買取制度の取りまとめを行いました。今回、ワ

ーキンググループとして集まっていただいた趣旨については、今、木村部長がご説明になったと

おりで、改めて繰り返すまでもありませんが、２点あるんですね。１つは国民負担、つまり賦課

金の計算にかかわる回避可能費用と言われているものの算定法。それからもう一つは、太陽光発

電を中心に急速に固定価格買取制度によって導入が進んでいるわけですけれども、買取価格を適

用するタイミングは認定というタイミングでありますが、それでいいのかどうか、少し議論があ

るところでありますから、太陽光発電の認定の在り方についてということが２番目でございます。

いずれの項目も、中立性を保って議論を進めるということが非常に重要でありますから、今回の
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ワーキンググループでは、これに関する業界の関係者の方々はオブザーバーという形で参加して

おります。また、委員の皆さんには、それぞれの専門分野からの専門家としてのご発言を期待し

ております。 

 今日は、審議時間は２時間ということでございますが、寒いですからそれぐらいで終わりたい

と思っていますけれども、効率的にできるだけ多くの方々から意見を伺って進めたいと思います。

議事進行にご協力いただければと思います。 

○村上新エネルギー対策課長 

 ありがとうございます。 

 次に、委員の皆様につきましても、座長と同様、分科会長が指名するという規定になってござ

いまして、既にご指名をいただいております。時間の関係もございますので、恐縮ですが、私の

ほうから委員の皆様方のお名前を順にご紹介させていただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

 まず、委員。 

 岩船由美子委員。 

 大橋弘委員。 

 崎田裕子委員。 

 佐藤泉委員。 

 馬場旬平委員。 

 松村敏弘委員。 

 山内弘隆委員。 

 ありがとうございます。また、先ほど座長からもご紹介ありましたが、本日オブザーバーとし

て関係業界の代表の方にも、ご参加いただいておりますので、同様にお名前をご紹介させていた

だければと思います。 

 太陽光発電協会の鈴木伸一様。 

 同じく太陽光発電協会の茅岡日佐雄様。 

 それから、日本風力発電協会の塚脇正幸様。 

 それから、株式会社エネット、谷口直行様。 

 反対側の座席に変わりまして、北海道電力株式会社の秋田耕児様です。 

 それから、電気事業連合会から但見収司様。 

 それから、電気事業連合会から明田泰伸様でございます。 

 ありがとうございます。 
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 では、続きまして、本日の資料について確認をいたします。 

 配付資料一覧にありますとおり、資料は１から４、その手前に議事次第、委員等名簿、座席表

ということでつけさせてございます。落丁等ございましたら、お知らせくださいませ。よろしい

でしょうか。 

 それでは、これからの議事進行を山地座長にお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

２．議題 

 （１）買取制度運用ワーキンググループの設置等について 

○山地座長 

 それでは、今から始めますけれども、早速、議事に入っていきたいと思います。 

 今、資料の確認がありましたが、まず、このワーキンググループ設置後、初めての会合であり

ますから、資料１、買取制度運用ワーキンググループの設置についてと、資料２、議事の取扱い

等について、について説明をお願いします。 

○村上新エネルギー対策課長 

 恐縮でございます。資料１、読むのを省略させていただきまして、ポイントで申し上げますと、

ご挨拶にもありましたように回避可能費用、太陽光発電設備への認定の在り方など、具体的な運

用について検討を行う必要となる論点が顕在化してきたということで、制度の運用に関し、必要

な論点の検討審議を行うため、買取制度運用ワーキンググループを設置することとするというこ

とでございます。 

 それから、資料２でございます。基本的には１ポツ、２ポツにありますとおり、ワーキンググ

ループの討議も配付資料も原則として公開ということでございます。議事要旨は１週間以内、議

事録は１カ月以内。個別の事情に応じて会議または資料を非公開にするかどうかについての判断

は、座長に一任するということでございます。この議事等の取扱いは、議事、決議事項になりま

すので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○山地座長 

 ただいま、説明がありました、本ワーキンググループの設置等につきまして、ご異議ございま

せんでしょうか。よろしいでしょうか。 

ご発言ご希望の場合は、審議会方式で、ネームプレートを立てていただければ順番にご指名いた

しますが、本件について、今の設置については、よろしゅうございますでしょうか。 

 特に異議がないということでございますので、本ワーキンググループ設置は資料のとおりとい
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うことで進めてまいりたいと思います。 

 

 （２）固定価格買取制度における回避可能費用の取扱いについて 

 （３）固定価格買取制度における認定制度の在り方について 

○山地座長 

 続きまして、本来の議題でございますが、事務局から資料３、回避可能費用の算定方法及び認

定制度の在り方について、説明をお願いいたします。 

○木村省エネルギー・新エネルギー部長 

 それでは、資料３につきまして、ご説明を申し上げます。ご議論そのものは分けてしていただ

ければと思いますけれども、資料は、まとめてご説明させていただきます。 

 ４ページでございます。もう釈迦に説法でございますけれども、固定価格買取制度の基本的仕

組みでございます。再生可能エネルギーはコストが高うございますので固定価格で、まず電気事

業者に調達を義務づけております。それを需要家に供給をして、電気の供給の対価の一部として

賦課金を支払っていただくという仕組みになってございます。 

 地域による再生可能エネルギーの導入量のばらつきによって、賦課金による国民負担に差が出

ないように、次の年度になりますけれども、再生可能エネルギーの導入量の予測に基づいて全国

一律に賦課金単価を算定しているというものでございます。各電力会社が賦課金を徴収しますけ

れども、それを費用負担調整機関に一旦に集めまして、買取の実績に応じて各電力会社が受け取

るという仕組みになっているというものでございます。 

 ５ページでございますが、賦課金の回収分配の基本的なスキームを書かせていただいておりま

す。電気の使用者一人一人から賦課金が徴収され、その人に供給した電気量に納付金の単価とい

うものを掛けます。賦課金単価と一般的に言っておりますけれども、法律上の概念としては、納

付金単価という言葉になってございます。 

 電気事業者が、賦課金を集めたもの全体を費用負担調整機関に納付をするということで、賦課

金の徴収、それから納付金の納付ともに毎月行われております。納付金自身は電力会社ごとに納

付金単価に供給電気量が掛け合わされたものとして、費用負担調整機関に納められるということ

になります。それが、交付金の交付という形で電気事業者に買取費用をファイナンスするものと

して支払われるわけでございますけれども、これも毎月行われておりまして、買取費用から、こ

こで回避可能費用等が差し引かれるということになるものでございます。最終的には、電気事業

者からは、その買取費用全体が発電事業者に支払われるということになるわけでございます。 

 次に６ページ、７ページで、法令の規定を引用してございます。非常に分かりにくい、字も小
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さくて大変恐縮なんですけれども、まず、回避可能費用の部分というのは、第９条第２号という

のがございますけれども、ここに出てまいります。もともと第８条、第９条というのは、これは

電力会社が受け取る交付金の額の規定でございまして、そこに概念としての初めて出てくるとい

うことになります。 

 第８条を見ていただきますと、費用負担調整機関が費用負担の不均衡を調整するために省令で

定める期間、１ヶ月ごとに電気事業者に対して交付金を交付するという条文がございます。その

交付金の原資が納付金だということが規定をされております。 

 交付金の額でございますけれども、第９条という条文で、前条第一項の規定により個々の電気

事業者に対して毎月１回交付される交付金の額というのは、特定契約ごとの第１号にかける額か

ら第２号にかける額を控除していただく合計額を基礎として経済産業省令の定める方法により算

定した額ということで、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額が最終的に電

力会社に支払われるという意味でございます。 

 第１号が買取費用でございまして、第２号がいわゆる回避可能費用に当たるものでございます。

条文上は、特定契約に基づき再生可能エネルギー電気の調達をしなかったとしたならば当該再生

可能エネルギー電気の量に相当する量の電気の発電または調達に要することとなる費用の額とし

て省令に定める方法により算定した額ということで、省令はその次のページにつけております。 

 これを、要はファイナンスしなければいけないわけですけれども、それが納付金、それから、

その原資になる賦課金ということで、それぞれ第12条、第16条に該当条文がございます。 

 賦課金単価と一般的に言っておりますのは、納付金単価のことでございまして、第12条で納付

金の額、交付金の原資になるものでございますけれども、電力会社が集めた賦課金を費用負担調

整機関に納付するという意味で納付金と呼んでおりますが、当該期間の納付金の額というのは、

当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額ですね。電気事業者が電気の使用者に

供給した電気の量に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額を基礎とするとい

うことで、納付金単価というのは何ということが第２項にございまして、交付金の見込み額の合

計額を電気の供給の総量の見込みで割ったものというのが納付金単価になるわけでございます。 

 納付金単価というのは、基本的には、１年に１回、決めて告示をするものでございますので、

翌年どれぐらい交付金が必要になるのか、交付金がどれだけ必要になるかということを決めると

きに買取総額から回避可能費用の額を引かないといけませんので、そこで関係が出てくるわけな

のですけれども、それを電気の供給の総量で割ったものということになるわけでございます。 

 賦課金の額については、第16条第２項を見ていただきますと、電気の使用者に対して支払いを

請求することができる賦課金の額というのは、電気の供給の総量に当該電気の供給をした年度に
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おける納付金単価に相当する金額を乗じた額ということで、ここでリンクが図られていると、非

常に複雑な規定ぶりになってございます。 

 回避可能費用が具体的に、どう定まっているかということでございまして、回避可能費用単価

等を定める告示というのがございます。ここで、一般電気事業者と特定電気事業者、特定規模電

気事業者に分けて規定をしておりまして、告示第４条第１号の表に載っておりますのが、これは

後ほどご議論していただく必要がございますけれども、いわゆる全電源の平均可変費というもの

でございます。それに燃料費調整を行った額というのが、最終的な回避可能費用の単価になると

いうことでございまして、第２号で、特定電気事業者と特定規模電気事業者につきましては、こ

れは一般電気事業者の考え方をそのまま平均的なものとして採用して、定数で置いているという

ことでございます。なかなかこれはややこしいのですけれども、８ページ、９ページに若干まと

めさせていただいております。納付金単価と賦課金単価というのは基本的に同じなので、ここで

は並列して書かせていただいておりますけれども、この式を見ていただきますと基本的に納付金

単価、賦課金単価というのは、買取の見込み額から回避可能費用の見込みを引いて、あと、事務

費を足したものを総需要電力量の見込みで割るものでございまして、年に１回決定をしていると

いうことでございます。 

 個々の要素、買取の見込み額というのが、来年度にどれぐらい再生可能エネルギーを買うのか

という見込みと、調達価格等算定委員会等の意見を反映して決まる調達価格を乗じたものになる

ということでございまして、そこから、回避可能費用の見込みを引くわけでございます。回避可

能費用は、再生可能エネルギーの買取量の見込みに対して単価を掛けておりまして、その回避可

能費用単価がどうやって決まっているかということですが、これが、今は再生可能エネルギー電

気を買い取ることにより支出を免れた燃料費などの変動費を採用させていただいている。これが、

全電源の平均可変費というものに当たるわけでございます。 

 通常年度末に賦課金単価は決まりますので、直近の２月の燃料費調整単価を考慮したその変動

費というものを各社ごとに加重平均をさせていただいて、これが次の年度における回避可能費用

単価だろうということで決めて、これを賦課金単価の計算に反映させていると、そういう実務に

なっております。ちなみに、電源事業者が料金改定を行う際に変動費が改定されるということは

当然あり得るわけなのですけれども、これは翌年度の納付金単価に反映させるということでござ

いまして、年度途中に賦課金単価を変えるという実務はございません。 

 一番下のところで、「回避可能費用単価の更新について」というのがございますけれども、途中

で電気事業の原価の見直し等がなされた場合は、それを反映した変更を行っているということで

ございます。 
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 それで、９ページをご覧いただきますと、回避可能費用単価をどうやって決めているのかとい

うことでございますが、一般電気事業者の場合はその個社ごとに、それから特定電気事業者、特

定規模電気事業者につきましては、事業者の規模によらず一定の価格で決めているということで、

一般電気事業者の場合は、現在は先ほど申しました全電源の平均可変費の単価というものを用い

ております。これに燃料費調整単価を加えた単価というのを回避可能費用単価として規定される

と。 

 実際に、その交付金のところで最終的に電気事業者がどれぐらい金額として受け取れるかとい

うのが決まるわけなんですけれども、そこで回避可能費用というのは、賦課金を設定するときに

は当然、１年を通じて一つの単価ということで、見込みで決めるんですけれども、実際の支払い

の段階では、回避可能費用というのは燃調等も反映することになりますので、変動していくとい

うことになります。これは、平成26年１月における例ということで下につけさせていただいたも

のがこの表でございまして、各社の１月段階における回避可能費用の単価に当たるもの、これは、

実際に交付金の支払いを受ける局面での数字ということでございます。 

 それから、特定電気事業者、特定規模電気事業者につきましては、一般電気事業者の回避可能

費用単価を告示によって定められる販売電力量シェアの割合により加重平均した金額というもの

を用いておりまして、これにさらに一般電気事業者の燃料費調整単価の加重平均を加えたものと

いうことでございますので、逆に言うと、ここの特定電気事象者、特定規模電気事業者の回避可

能費用単価9.34円／ｋＷｈは、いわば全国のやや平均的なものになっているとご認識いただいて

も結構かと思います。 

 次、10ページでございますが、これは全体のボリュームでございまして、平成25年度でいいま

すと買取総額4800億円に対しまして、回避可能費用は1,670億ということで、賦課金で回収するも

のというのは3,130億、これが0.35円／ｋＷｈで、一部住宅用余剰買取制度負担分が残っておりま

すので、これを合わせると下の合計のところにあるものが数字として出てまいるということでご

ざいまして、よく0.40円／ｋＷｈの負担ですということを言われるんですけれども、これが全体

のその数字でございます。 

 これにつきまして、ご意見をいただいているということでございます。例えば、自然エネルギ

ー財団が意見表明をされておりまして、これは去年の９月でございますが、11ページをご覧いた

だきますと、再生可能エネルギーを受け入れる場合は、燃料費の高い電源から停止するだろうと。

したがって、最もコストのかかる電源の運転単価、石油火力が恐らくそれに当たるので、それを

用いるべきだと。あるいは、後で若干ご紹介しますけれども、ドイツのように卸電力市場取引価

格を用いるべきだというご指摘でございまして、これで用いますと、相当程度やはり回避可能費
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用というのが大きくなると申しますか、それによって賦課金が節減可能となるんだという、そう

いうご指摘をいただいているということでございます。 

 12ページ以降でございますが、再生可能エネルギーの受け入れというのは一体どういうことな

のかということでございます。12ページ、もうご承知のとおりでございますが、太陽光発電であ

りますと晴天の日でも、やはり出力が大きく変動するということ。地域全体では、平滑化効果が

働きますけれども、やはり天候で大きく変動する電源でございます。風力は、風況が良いといっ

ても、かなり出力が変動するということで、下のグラフを見ていただけるとお分かりいただける

かなと思ってございまして、13ページで、再生可能エネルギーの出力変動への対応を含む短期的

な需給調整をどうやってやっているかということなのですが、需給を一致させてその周波数を一

定幅に維持する必要があるというのは当然のことでございまして、この場合、出力変動に対して、

一般電気事業者側がさまざまな電源を柔軟に使い分けて、その変動を相殺する調整運転を行って

いると一般的に言われております。 

 分単位の変動については、可変速水力、天然ガス、石油といった応答性の高い電源を用いる。

やや中期の変動に対応するためには石炭火力といったものも対応可能だと言われておりますけれ

ども、後ほど電気事業者様からのプレゼンテーションで補足があるものと思います。 

 それから、電源の調整運転につきましては、いずれにしても再生可能エネルギーがどう変動し

たかということだけではございませんで、その需要変動にも起因して当然時々刻々あるいは、や

や中期の変動対応というのをやっているということでございますので、その中で再生可能エネル

ギーと直接的な因果関係のある電源だけを特定するというのが、かなり難しいということは事実

だろうと思ってございます。 

 14ページでございます。短期の話だけではなくて、固定価格買取制度は、再生可能エネルギー

から発生する電気というのを長期にわたって買取る制度でございますので、やはり中長期的な電

源構成自体に影響を及ぼすという可能性があるわけでございます。 

 これは再生可能エネルギーが入ったからということで、明確にそれが供給計画にあらわれてい

るというのが、今は残念ながら直接的には認められないのですけれども、需要が変動した場合に、

どう供給計画が変わっていったかということの１つのご紹介として、平成17年度に作られた供給

計画と平成22年度の供給計画で、平成26年度の発電設備の構成というのをどういうふうに想定し

たかということが変わってきているということでございます。 

 平成17年度の供給計画ですと、2.6億ｋＷ、22年度の供給計画ですと2.5億ｋＷということで、

この削減分はどうなっているかといいますと、右に出てございますが、例えば水力、火力、原子

力、それから新エネは１万ｋＷ増えているということなのですけれども、合計で1,420万ｋＷの削
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減というのが供給計画相互間の比較では出てくるということで、このときに、やはり、こういう

需要の変動に対応するために、例えば原子力や火力といった電源を構造的に減らすというような

ことをその供給計画上は反映されているということを１つご紹介をしておきたいと思います。 

 それから、15ページでございますが、先ほど自然エネルギー財団の意見にもございましたけれ

ども、卸電力取引市場の状況というのが１つ参考になるわけでございまして、例えば太陽光など

ですと、昼間の取引価格というのでしょうか、これの平均値などを採用するといった、そういう

考え方もあると思います。現在の状況を見ますと、スポットで翌日の電気の売買をするものでご

ざいますが、これは小売全体の0.9％ということで、やはり月ごとに大きく変動もあるので、算定

根拠として使うために、これが適切かどうかというのはご判断があるところだと思います。 

 それから、16ページでございますが、回避可能費用と電気料金の関係でございます。現在、関

西電力の例をつけさせていただいておりますけれども、電気料金は下の棒グラフの色が分かれて

いるもので、いろいろな原価が積み上がって形成されているということになります。その上に賦

課金、賦課金も電気の供給の対価の一部ではございますけれども、電気料金自体ではない別建て

にとりあえずここでは書いてございますが、賦課金というのは交付金という形で電気事業者に流

れ込んでいくものでございますので、これが例えば、これは関西電力の例でございますが、固定

価格買取制度対象の水力・太陽光・風力・バイオマスをどれだけ買ったかというと、15.77億ｋＷ

ｈ買っている。α円、これは買取価格、それぞれ電源ごとに違いますので、下に注が書いてござ

います。7.85円というのは、関西電力の回避可能費用単価になります。買取価格から回避可能費

用単価を控除し、買取実績と掛け合わせたものが329億円の交付金という形で関西電力に支払われ

ているということになるわけでございます。 

 また、回避可能費用相当額というのは、電気料金の他社購入電力料というところに織り込まれ

ておりまして、固定価格買取制度対象の水力云々を15.77億ｋＷｈ買って、これが１ｋＷｈ当たり

7.85円分電気の価値があったということでございます。それは124億円、どの電源を買ってもかか

ったということでございますので、その分が当該電力会社の電気の使用者の負担となるという仕

組みになっているということでございます。もちろん、賦課金の決定プロセスと電気料金の決定

プロセスというのは完全にパラレルといいますか、機械的にこうなるということではございませ

んけれども、物の考え方としては、こういう表裏の関係があるということが言えると思います。 

 18ページで諸外国の例を少し書かせていただきました。ドイツでございますが、これは系統運

用者が再生可能エネルギーを買取るということで仕組みが立てられておりまして、それで2009年

の改正によりまして、全量卸電力取引市場に売却するという制度に変わってございます。実際、

まさに卸市場への売却益というのが実質的な回避可能費用に相当するということで、差額を賦課
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金で面倒みるというような仕組みになってございまして、卸電力市場取引価格が下落の傾向に今

あるので賦課金が増額要因になっているというような、そういう指摘もあるようでございます。 

 それから、19ページで、これは参考までにドイツの卸電力市場でございますが、2011年には電

力消費量に占めるシェアが32.1％ということで、日本の卸電力市場よりははるかに大きなボリュ

ームがもともとあるということでございます。 

 それから、20ページでございますが、先ほど少しご紹介しましたけれども、買取総額に占める

賦課金の割合は、2009年までは下がっておりましたけれども、近年少し上がって、それからやや

横ばいという感じになってございまして、賦課金の割合というのが７割ぐらいということで、か

なり高い水準にはなっているというのが事実関係としてはあるようでございます。 

 それから、21ページ、フランスの例でございますが、フランスでは卸電力市場を用いて売りな

さいということを、もともと固定価格買取制度の趣旨の中に織り込まれていないんですけれども、

卸電力取引市場における買電価格というのを回避可能費用単価については採用しているという例

でございます。実際に売るということと回避可能費用単価として卸電力市場取引価格を使うとい

うことが別建てになっている、そういう国の例としてご紹介をさせていただきました。それで、

22ページ以降でございますが、では、どうするかということでございます。 

 23ページでございますが、制度設計時における考え方でございますが、再生可能エネルギーは

出力が不安定であること、それから、あらかじめ買取る量が予測できないということで、託送の

余剰インバランスと同様の性格だということで、回避可能費用単価として全電源平均可変費を採

用した経緯がございます。卸電力市場取引価格を採用するということも検討はされたのですけれ

ども、やはり現行の電気料金制度との関係でいうと特に規制の小売料金につきましては、やはり

卸電力取引価格の価格に連動するわけではないので、適切ではないのではないかということで退

けられております。 

 それで、24ページ、特定規模電気事業者でございますが、各電力会社の全電源の平均可変費の

加重平均で代替しております。コストデータを正確に把握することになると、負担が非常にある

ということで、特に規模の小さな事業者も多いということを考慮して、ある種みなしの形で、今

置かれているということでございます。 

 あと、25ページでございますが、再生可能エネルギー電源というのは供給力という価値がある

のかないのかというような議論が従来からあるわけでございますが、風力それから太陽光につき

まして、一定のルールで供給力として評価されるようになってきているということでございまし

て、太陽光は需要の多い上位３日の日射量を過去20年分集積して、これを集計してこのうち下位

５日間の平均をとると。風力発電につきましては、利用可能な実績データをもとに下位５日間の
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平均、これであれば確実に発電してくれるだろうということかと思います。 

 25ページの下に表がございますけれども、例えば太陽光発電ですと、これは会社によって恐ら

く違うんだと思いますけれども、出力比率でいうと０％から30％ぐらいまで、それから風力です

と０％から２％ぐらいまでというような水準で入れられるということになってきております。 

 それから、26ページで、現在、電力システム改革の議論が進んでおりますけれども、それによ

って、固定価格買取制度も変容することになります。一般電気事業者といった概念がなくなって

しまいますので、それに合わせて調達義務、買取義務は小売電気事業者を主に据えるということ

で考えてございます。そうなると、その後も、ある意味通用していくような今回ルール設定とい

うものが必要になるということでございます。 

 論点ということで、27ページにまとめさせていただきました。今まで少なくとも検討、これ以

外にもあるのかもしれませんけれども、検討可能な選択肢としては、１つは全電源の平均単価、

これは現行のままでございまして、中長期的な調整を重視するものでございます。いずれにして

も、その実績データをとって議論するということは難しゅうございますので、近似値になるだろ

うということでございますけれども、これで見ますと、原子力といった短期的な変動には適応で

きないような電源が含まれているということ、あるいは原子力は動いてないじゃないかみたいな、

そういうご指摘も受けているわけですが、それをどう評価するといったことでございます。 

 あるいは、太陽光と風力が供給力として評価されているということを、どう考えるかというの

もございます。それから、火力・水力の平均単価というもので、これは短期的な調整を重視する

ということになり、これも１つの選択肢だろうと考えております。短期の出力変動に対する調整

の実態というのが、本当のところは因果関係を切り出してくるのは難しいわけですけれども、そ

れをどう評価するかということ。それから、ただ、再生可能エネルギーといっても、バイオマス

ですとか水力といったものもございますので、それをどう捉えるかという議論もあるかもしれま

せん。それから、長期の買取りを保障させられるということとの関係で、短期的な調整だけでい

いのかどうかということについてもご議論いただければと思っております。 

 それから、石油火力平均の石油火力の単価を用いるというのがございますけれども、これはマ

ージナルな費用への近似というものを重視している考え方かなと思いますが、必ずしも単価の高

い石油火力のみで調整しているわけではないという指摘があるとすれば、それとの関係をどう整

理するかということだと思います。 

 それから、卸電力市場取引価格を用いるというのは、これは論理的な意味でのその費用といい

ますか、価格というか、それに一番忠実ということでしょうけれども、ボリュームの問題等でや

や不安定、そういったことをどう考えるか。それから、今はあくまでも変動費だけで見ておりま
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すけれども、固定費が入ってないということをどう評価するかという議論がございます。28ペー

ジは、これはあくまでも仮定でございますが、それぞれのオプションで計算し直すとどうなるか

ということで見たものでございます。①は今のとおりでございますが、②が火力・水力平均単価

ということで、国全体で今の計算ですと大体130億円ぐらいの回避可能費用の上昇が見られるとい

うことでございます。その分、だから負担金が下がるということになります。 

 それから、石油火力発電単価で見ますと1,915億円ぐらいですかね。それから、卸電力市場取引

価格で見ますと、1,100億円程度の回避可能費用の変更ということになるわけでございます。もち

ろん、これは諸元一定の仮定を置いて計算しておりますので、本当にこうなるかどうかというの

は、またちょっと別の問題ですけれども、とりあえずのイメージとしてご紹介させていただきま

す。 

 以上が回避可能費用でございます。 

 認定の問題、続けてご説明をさせていただきます。 

 認定制度については、選択肢を今回ご提示しておりません。改めて事務局からご紹介をいろい

ろとさせていただいた上でと考えてございますので、とりあえず現状のご紹介と、それから、そ

れに対する大所高所からのコメントをいただければ幸いと思ってございます。 

 まず、30ページでございますが、グラフを見ていただきますと、累積の設備認定容量というの

が2,000万ｋＷを超えるレベルになっていると。これは非住宅の太陽光です。２月、３月あたりに

急に増えていて、非常に駆け込みみたいなものがやっぱりあるということだと思います。累積の

設備導入量というのはじわじわと伸びていて、全体では500万ｋＷに到達するかというレベルでご

ざいます。運転開始まで時間がかかること自体は、やはりメガソーラーは１年以上の工期がかか

りますので、そのこと自体は批判するものではないのですけれども、ただ、土地の確保とか設備

の発注といったことをせずに、要するにコストをかけずに認定を受けたままいているということ

だと、それはやはりいかがなものかという議論があるわけでございます。 

 31ページでございますが、全体の事業フローでございます。発電事業に着手しようと思った場

合、大臣の認定をまず受けます。それから、それと並行する手続きで電力会社との協議を進めて、

接続の申し込みというのを行われると。この２つがそろった段階で買取価格が決定する。この２

つをやったいずれか遅いところで決まるというふうに告示に書いてあります。買取価格が決定し

て、買取価格が決まりませんと基本的には事業資金の融資というのは受けられない。プロジェク

トファイナンスを組む上で、やはり買取価格という将来の収入の見通しがある種の担保になるわ

けでございますので、これを踏まえて融資があると。融資があれば、それで初めて土地設備が確

保されるということになりますので、認定の段階では逆に言えば土地及び設備の確保というとこ
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ろまで至ってないケースがあるということで、そこは見込みでやらざるを得ないということがあ

るわけでございます。それから、買取価格の決定と土地及び設備の確保までの間に時間的な制約

がないという、今は制度の立てつけになっているということでございます。 

 32ページ、これは条文でございますので、ご紹介は余りしませんけれども、省令第８条第２号

というのがあります。ちょうど真ん中辺に規定があるのですけれども、これが今回私どもが問題

にしたものでございまして、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所

及び当該設備の仕様が決定しているということで、真にその場所あるいは仕様が決定していると

いえないものが、認定を受けたままごろごろしているということだと問題だということでござい

ます。 

 それで、33ページ、先ほど申し上げた買取価格が決定の告示でございます。実際に、その認定

のときにどうやって運用しているのかと。まだ実際に金融を受けてない状況でございますので、

土地とか設備の発注ができてない、あるいは手当てができてないということがあり得るわけなの

ですけれども、そこで、ただ認定の実務自身は動かさなきゃいけないということで、ある程度見

込みで、これはやるしかないわけでございます。これは、土地と設備の仕様だけではございませ

ん。例えばメンテナンス体制が備わっているとか、計量の問題とか、そういったことも要件には

あるのですが、これも実際にその実物があるわけではございませんので、それはこうやりますと

いうことを、ある程度ご信頼申し上げて認定を出しているということは、実務上、仕方のないこ

とだと思います。他方、土地と設備につきましては、やはり土地については、例えば土地の確保

状況を示す書類として、自分の所有地であれば登記簿あるいは契約書、それから権利者の証明書、

同意書といったようなもの、これは契約ではございませんけれども、将来貸す用意がありますよ

というような、そういう一筆をとって出していただいていると。それから、設備であれば、申請

書のほかに構造図、それから実際にそういう設備があるんだというようなことをカタログ等で証

明をしていただくということで、場所と設備の実際、手当ての見込みのようなものを確認をさせ

ていただいているという実務になっております。 

 それで、今回、報告徴収をさせていただいて、新聞にも結構、いろいろと出ておりましたけれ

ども、法に基づく報告徴収、平成24年度中に認定を受けた運転開始前の400ｋＷ以上の太陽光発電

設備4,699件についてやらせていただきました。この結果、36ページ、報告徴収の結果、土地及び

設備ともに未決定の案件というのは、段階的に取消手続きに移行すると。あわせて平成26年度の

認定制度のに運用の在り方について検討するということを発表させていただいて、それでここで

まさに委員の先生方にご面倒をおかけしているというものでございます。 

 36ページの下の表を見ていただきますと、この下２つのカテゴリー、そもそも報告徴収に対応
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してきてないというものと、土地及び設備のいずれも未決定とうものの中の上記以外という、こ

の２つのカテゴリーの合計部分が今回、その行政手続き後、すぐ聴聞を開始し認定を取り消すも

の。 

 その上２つのカテゴリーが８月末までの猶予期間を待って、ある種、対応を待つというような

ことを考えてございまして、８月末までの段階で取り消しに移行するということを、私どもとし

ては想定した運用になっております。これにつきましては、冒頭申し上げましたように、今回、

対応の案をこちらからご提示しておりませんので、物の考え方でございますとか、大所高所的な

ご指摘をいただければと思います。 

 以降は参考資料でございますので、説明は割愛させていただきます。 

○山地座長 

 木村部長には、大変丁寧に説明していただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、次に北海道電力様から資料４、需給変動に対する調整についてのご説明をお願いし

ます。 

○秋田オブザーバー 

 それでは、需給変動に対する調整について、ご説明いたします。資料４をご覧ください。 

 まず、２ページです。ここでは、まず、需給変動の調整というものですけれども、記載してあ

りますように、長期的な電源開発計画、中・短期では電源の運転計画、そして当日の需給の運用

というふうになりますけれども、どの断面におきましても、まず、経済性を考慮しています。そ

して必要な調整力を確保できるように計画運転を実施しているという流れをここでご説明したも

のでございます。 

 具体的な調整ですが、３ページをご覧ください。まず、需給変動の調整とはどういうものかと

いうことを記載しておりますが、需要と供給力を瞬時瞬時に一致させます。そして、周波数を一

定に保つというのが需給の調整ということでございます。左の絵にありますけれども、基本的に

需要と供給量が一致していると、天秤で図を書いておりますけれども、周波数は基準値、北海道

の場合は50ヘルツでございます。これを維持していますが、需要が例えば供給力を上回りますと、

これが右に振れて周波数が低下。供給力が上回ると左に振れまして周波数が上昇するということ

になります。従来は、需要の変動に伴って供給力を調整していましたけれども、今回のように再

生可能エネルギーが仮に多く導入されると、調整する電源自体が変動するということで、これに

対する調整力が必要となるということをここでご説明しております。 

 ４ページです。これは、１日の需給調整のイメージをご説明しております。これは、ここに書

いてありますのは、１日の需要の曲線を書いております。ここでは１日で需要がこのように、深
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夜は少なくて、需要は昼にかけて上がっていきますが、その変動する需要に対しまして水力、火

力などの調整可能な電源を状況に応じて組み合わせて柔軟に対応しているのを示しております。 

 運用では、常にその経済性に考慮しながらやっておりますけれども、例えば図をご覧のように、

石炭火力、これは非常に安価な電源でございますが、深夜はこれを抑制しながら調整しているの

がお分かりかと思います。ちなみに需要カーブは、季節ですとか平日休日によっても形が変わっ

てきております。なお、図の右下のほうに拡大図が書いてありますが、この図は１時間ごとの平

均の値を記載しておりますけれども、実際の電力の需要というものは、この図に書かれておりま

すように、非常に短時間でも振れているということで、実際はこの短い変動に対しても、変動速

度あるいは変動量に応じた調整が必要ということになっております。 

 なお、再生可能エネルギーは非常に少ない欄しか書いておりませんけれども、実際は平成24年

に買取制度ができましたけれども、それ以前、以後を比べますと、例えば平成23年ぐらいの太陽

光が特に顕著ですが、比べますと、平成23年度末と、平成25年の12月ぐらいを比べますと、大体

５倍ぐらいの設備量が北海道には入っているということでございます。いずれにしても、全体か

ら比べると、まだ少ない量でございます。 

 ５ページです。ここでは、調整可能電源の種類について記載しております。なお、需要の変動

というのは、時間特性を持っていまして、長いもの短いもの、いろいろと入り交じっております

けれども、ここに書いてありますようなＥＤＣ、ＡＦＣ、ガバナフリーと書いています。このよ

うな電源の機能を組み合わせて日々調整しているということです。例えばＥＤＣというのは、数

十分から時間オーダー、ゆっくりした大きな変動、前のページでご覧いただきましたけれども、

１日の大きなうねりというのはこういうので大まかに調整しています。そして、数分から20分程

度のやや短い周期、これはＡＦＣという調整力、これは計算機で需要と供給力の偏差分を計算し

て、その対象発電機に指令を出して行うというもので、こういう数分程度のものに適用。そして、

さらに短い周期は、ガバナフリーといいまして、発電機ごとのそれぞれの特性に応じて短い周期

の変動する機能と、これを組み合わせて調整しているのを説明したものでございます。 

 ６ページです。では、実際、毎日毎日の周波数の調整、需給変動の調整はどうやっているかと

いうのを示しております。図の左側２本を見ていただきますけれども、黄色の需要に対して下の

①と書いていますけれども、当初電源と供給力とつり合っておりますので、周波数は一定に運転

しています。ここで、変動電源、茶色い部分が次の②のように減少します。そうしますと一時的

に需給のバランスが崩れて周波数が低下いたします。この際、ここの図にはちょっと書いていま

せんが、さっきご説明したガバナフリーという一番早い電源がまず動きます。それに引き続いて、

ＡＦＣという調整力が出力を増加させて、この③番に至った時点で、需要と供給力が再び一致い
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たしますので、また周波数はもとに戻ります。それから、さらに、もう少し時間のかかるＥＤＣ

という電源がそのＡＦＣで補った分を含めて、全てまた後から補いますので、ここでその偏差分

については最終的には全てＥＤＣの電源が振りかえるということを時系列的にあらわした図でご

ざいます。これが日々の瞬時的な運用のイメージでございます。 

 ７ページをご覧ください。これは瞬時といいますか、中・短期の年間から前日の計画にかけて

の説明をしたものでございます。このレンジに入りますと、発電計画というのを作成いたします

けれども、作る際には電源の補修計画とか燃料計画、こういうのをよく検討しながら実需要断面

で、その変動を吸収できるような調整可能電源をきっちり確保できるように計画を立てていると

いう図でございます。計画断面で変動電源が増加いたしますと、それに対応する調整力も増加す

る必要がありますので、下のほうに緑で固定電源と書いていますが、場合によっては従来一定の

出力で運転していた電源も調整に使わなければならないことがあるということをご説明している

ものでございます。 

 最後になりますけれども、８ページをご覧ください。これは非常に長期の話をしております。 

 先ほどもご説明がありましたけれども、非常に長いレンジの電源計画を、供給計画ですか、こ

の左の絵は1999年に策定したもの、それから2004年に策定した2009年断面の需要が例えば２億ｋ

Ｗ減った段階。こういう場合に需要が下方修正されたような場合には全体の電源構成で判断する

ことになります。そして、電源開発計画の先送りなどを多用いたしますけれども、このように削

減した供給力が火力とかではなく、全ての電源に及んでいますという実例を示した資料でござい

ます。 

 大変、簡単でございますが、私のほうからは以上です。 

○山地座長 

 秋田様、どうもご説明ありがとうございました。資料の説明をまとめてしていただきました。 

 ここから、また議題のほうに戻りまして、議題２と３と、４はその他がございますけれども、

２と３を分けて議論をしたいと思います。 

 したがいまして、まず、議題の２、固定価格買取制度における回避可能費用の取扱いについて

ということで、自由討論、今回は忌憚なくご意見を言っていただいて論点を整理したいと思いま

す。一定の結論を得るということは今回はやらないということにしておりますので、とにかく言

いたいことを全部言っていただければと思います。先ほど申し上げましたように、ご希望の方は

ネームプレートを立てて意思表示をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 岩船委員から。 

○岩船委員 
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 ありがとうございます。最初に、まず回避可能原価の見直しの話ですが、論点が２つあると思

っています。１つ目は今の回避可能原価ではだめなのかという話と、２つ目は適切な原価は幾ら

なのかという点です。 

 自然エネルギー財団さんのご主張を私も拝見しましたが、問題は要するにこの差額分が電力会

社さんの儲けになっているのがいけないというのが最終的なご指摘だったと思います。しかし実

際は先ほど関電さんの例で16ページに示していただいたとおり、回避可能原価自体は単なる電力

の仕入れ値であって、結局料金として消費者は負担しているんだと。ということは消費者にとっ

ては、その賦課金プラス回避可能原価の合計額が結局負担額であり、その割合が変わろうが消費

者にとっての負担額は全然変わらないわけですから、であれば、わざわざ回避可能原価、しかも

適切な回避可能原価というのを早急に決めるのは非常に難しいと思いますので、これをあえて見

直す必要が本当にあるのか、というのが疑問です。今、現在の回避可能原価であることの弊害と

いうのが私には分からなかったんですけれども、そこをご説明いただきたいと思います。 

○山地座長 

 質問等は、一括してこの場でご回答いただけるところは、後でまとめて回答ということにした

いと思います。 

 では、松村委員。 

○松村委員 

 弊害は何ですかという問いに対して、私は弊害があると思っているので、この発言が回答の一

つになるかと思います。いずれにせよ回避可能原価の話についてコメントさせていただきます。 

 第１に今回の資料を、私はとても悲しく眺めていた。資料３の27ページに回避可能原価の算定

方式に関する選択肢が出てきている。私はいろんなところで火力平均という発言をずっとしてい

たつもりでした。それがすんなり採用されるとはもちろん思っていなかったのですが、選択肢の

一つにも入れていただけなかったというのはとても残念というか、私などどこで何を言っても何

の役にも立たないという無力感を覚えました。私は、この中で一番近いのは火力・水力平均なの

かもしれませんが、火力・水力平均もおかしいと思っています。私は固定費用を加えないのであ

れば、固定費の節約効果を算入しないなら、火力平均が正しいと思っています。理由は、この後

お話します。 

 私は現行の全電源平均の可変費用という考え方は明らかにおかしいと思います。もしこれが固

定費用を含んでいるのであれば、まだ全電源平均という発想も理解できなくはないのですが、可

変費用に限定するということは、投資の調整を伴わないで、焚き増し、焚き減らしで対応する部

分のみを考えるということですから、明らかに調整しない電源まで含めて可変費用を入れるなど
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というのは、そもそも全く理屈が立たない。この不合理なやり方の大きな弊害は、国民負担を不

正確に伝える効果です。私はそもそもサーチャージというやり方は非常にいいやり方だと考えて

います。これは、どれだけ国民が再生可能エネルギーを大量に入れるということによって負担し

ているのかというコストを別建てにして明示するという、大きな意味があると思います。そこの

区分けがいい加減になっていると、本来負担しているもの以上に負担させられているとの誤認を

招きかねないという点でも、仮に総額が変わらなくても大きな問題だと思います。 

 更に総額の点については、後でもう一度申し上げます。先ほど、27ページのところにある火力・

水力平均も明らかにおかしいと言いました。この水力が仮に揚水で、揚水のくみ上げのための可

変費、恐らくほとんどが火力になっていると思うのですが、この汲み上げのための可変費という

のを、ロス分も含めてその汲み上げ費用をカウントするというなら、まだ理解できる。揚水だけ

を含むというつもりで火力・水力と言っているなら、まだ理解できます。しかしここで示されて

いる試算は明らかにそうなっていないので、事務局の出した火力・水力平均はこの考え方ではな

い。 

 そもそも、調整しない電源を入れないという発想だとすると、流れ込み式の水力が入るのは全

く理解不能です。それから、ダム式の水力であれば、確かに電力会社はある種のダイナミックプ

ログラミングの問題を解いた上で、いつ発電するのかを計算しているわけで、実際に調整電源と

して使われるはずです。しかし、ダム式の水力でも基本的には発電できる総量が水の量で決まっ

ていて、どのタイミングで発電するのが最適かを考える調整をしているのにすぎません。ダム式

の発電量をある時抑えるということがあったとしても、全体の発電量は変わらないはずです。そ

のダム式水力の可変費が、それぞれの時間帯の価値というのを、シャドープライスをちゃんと計

算して出すやり方をしていないで、水力なのだから基本的に燃料費ゼロという雑駁な計算をして

いるのだとすれば、基本的にダム式水力での調整はタイムがシフトするだけですから明らかにお

かしい。したがって、そのようなやり方をするなら、ダム式の水力だって入れるべきではない。

したがって、固定費用を入れないのであれば、火力・水力平均ではなく火力平均が正しいと思い

ます。 

 それから、次も資料３です。14ページです。北海道電力の資料でも出てきている点です。供給

計画が時間がたてば変わるというのは、確かにあると思います。出てきている案でも、全電源平

均で固定費も入れるという案なら、この発想に沿って正当化はできると思いますが、可変費のみ

の算入に固執するならやはりおかしい。更に、ここで出てきた例は、私は極めて不適切だと思っ

ています。それは、北海道電力の例も同じです。どう考えても、これは新エネが大量に出てきた

結果として供給計画が変更されたものではないと思います。明らかに全く違う要因で変更された
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もの。確かに供給計画の変更は幾らでもある。原子力の立地が進まなければ、それによって変わ

るとかということは今まで幾らでもあったというのは確かに認めますが、これが理由で長期的に

は電源構成が変わるから全電源平均の可変費をとるのが正しいのだなどという理屈に使われたら

かなわない。こういう理屈に合わないごまかしについては反対します。 

 それから次、15ページ。取引量が少ないから卸取引価格は使えないという理屈も私は賛成しか

ねます。途中の説明であったと思いますが、電力システム改革をにらんで長期にも通用するよう

な制度を考えてほしいということを言われたかと思います。長期に今のような薄い市場ずっと続

くというようなことは、私自身は想定しておりませんので、この理由で取引市場価格は使えない

というのは納得しがたい。更に、もしこの理屈が通ると、電気事業者は、この卸市場価格が使わ

れないようにするためには、なるべく取引所を使わないほうがいいことになりかねない。取引所

を使わないインセンティブをわざわざ与えるのがいいのかという観点からも、この理屈は支持し

かねます。 

 ただ、取引市場価格を使うのが最もいいと私は現時点では思っていませんので、だからこれを

使うべきと主張するつもりはありません。しかし取引量が少ないからだめというのは、理由とし

て納得しかねます。 

 それから次、16ページ。先ほど岩船委員が言われたことと一番関連していると思いますが、私

は、全体料金が変わらなかったとしてもサーチャージの額を適正にすること自体十分意味がある

と思います。しかし電気料金の水準について１つちゃんと考えていただきたいことがあります。

適切な総括原価とサーチャージを除く電気料金が常に等しくなって、適切な原価プラスサーチャ

ージが常に電力料金と等しくなっているのであれば、回避可能原価を替えても料金は変わらない

ということになると思います。しかし実際には、値下げ届出制の世界ですから、値上げ申請しな

い限り、基本的には電力会社の原価というのは厳しく査定されないので、電力会社の言い値の原

価と料金が等しいに過ぎない。仮に一般電気事業者が過小な回避可能原価によって棚ぼたの利益

を得ていたとして、その分全額をきちんと料金の引き下げに使っているのか、あるいはその分余

裕が出てきて、したがって値上げしないで済むバッファーが多く出てきて、そのバッファーで余

分なコストを料金に織り込んでいて、過小な回避可能原価の部分が、結果的に内部者への非常に

高い報酬の維持に使われていても、値下げ届出制の下では、値上げ申請がなされない限り査定さ

れません。もし万が一こうなっていたら、過小な回避可能原価の算定は料金に対して中立的では

なく、サーチャージ込みの料金を上げる方向に働きます。値上げ申請が出てこれば、査定を受け

るので、上がった回避可能原価はそのまま原価算入が認められ、２つの効果、サーチャージの下

げと原価の上げがキャンセルされますが、一方で値上げ申請が出てきたとすれば当然、他の費目
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も含めて厳格に査定されることになると思うので、他の費目で効率化できれば、回避可能原価が

上がった分そのまま電気料金が上がるとは限りません。実際に、今までの値上げ申請でも、役員

報酬や人件費等が高騰したという理由で値上げ申請が出てきたわけではなく、原子力発電所の稼

働という理由で出てきたわけですが、実際に調べてみたら余分なコストがいっぱい入っていた査

定されたわけです。今回も当然に査定が入り、その分が効率化されるというゲインというのがあ

るか、あるいは回避可能原価の影響はそれ以外の無駄な費用に比べて額が小さいので、電力会社

がのみ込んでしまうか。いすれにせよ、私は料金にも影響を与えると思います。 

 これに関して16ページのような資料が出てきたので、料金に関してもう一言申し上げます。そ

んなことを考えている人は一人たりともいないと信じていますが、もし今回、制度改正が行われ

て購入電力費用が変わったら、その分は電気料金に自動転嫁にする、自動的に料金を値上げする

のを認めるだとか、あるいは、そこまでひどいことを考えていないとしても、変分改定で対応す

るとかいうようなことを考えている人がもしいるとすれば、私はそれに対しても反対します。し

かし、恐らくそういう邪悪なことを考えている人は一人たりともいないと思うので、わざわざ反

対の理由を説明する必要はないと思いますから言いませんが、もし万が一そんな意見が出てきた

ら、なぜそれがまずいのかを懇切丁寧に説明させていただきます。 

 最後、一般電気事業者の回避可能原価ですが、これがそもそも会社ごとに分かれているという

ことが正しいのかということ自体も、私は問題になり得ると思います。例えば、卸取引価格が候

補になり得るという形で出てきているわけです。卸取引価格というのが出てきているというのは、

もちろん市場分断とかがあれば、当然地域ごとに価格が変わるということがありますが、市場分

断を除けば基本的には全国で同じ価格になっているわけです。そうすると、回避可能原価は本来

一本であるはずです。ＰＰＳに対して行われているようなものを一般電気事業者にも適用するの

が本来は正しいのではないか。 

 特に今後広域的に電源を運用することを考えれば、特定の地域の可変費用が物すごく高い、結

果的に原価が、費用がすごく高いというようなことであれば、広域的な取り引きによってその差

がならされることにはなるはずで、効率的な取り引きがなされているとすれば、ここの差はなく

なってくるのが当然なのではないか。もちろん、市場分断が起こっている場合の値差の部分とい

うのは別ですが。したがって、取引市場価格を絶対水準としては使わないとしても、取引情報を、

値差を使った補正に利用し、基本的には全国同一水準にするという発想もあり得る、と言うより

そちらの方が正しいと考えます。ただでさえ論点が多いところで余分な論点を増やして申しわけ

ないのですが、私はこの問題もあると思います。 

 以上です。 
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○山地座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、崎田委員。 

○崎田委員 

 ありがとうございます。今、松村委員の熱いご意見にちょっと圧倒されて伺っていたのですが、

昨年の夏ぐらいから、いろいろな報道などで提案が出てきて考えているんですけれども、基本的

に電力に関する料金というのは毎日の暮らしに関係がありますので、私は今回やはりじっくり検

討して、きちんと決めていただきたいというふうに思っています。 

 この固定価格買取制度に関してはかなりいろいろな議論の末に、この仕組みで決めたはずです。

これが決まったときに、私はこの料金体系を細かく議論する委員会には参加はしていませんでし

たけれども、国民の一人としては再生可能エネルギー導入に関する費用に関して国民が支えると、

そういう覚悟を持ってこの制度を導入し納得して進めてきたというふうに思っております。 

 ですから、もちろん透明性があって安くなったほうがうれしいですけれども、ある程度の覚悟

を持ってこの仕組みを導入したわけですので、見直すということに関しては、やはりこの制度を

つくったときに５年ぐらいで見直すというふうに決めたんでしょうか。ちょっとその年数を正確

に把握してませんが、どのくらいで見直しですか。制度見直し、最近は５年ごとぐらいですが。 

○木村省エネルギー・新エネルギー部長 

 再生可能エネルギーの特措法の附則の中に見直し規定というのが一応ございまして、今、エネ

ルギー基本計画の策定作業というのをやっておりますけれども、これができますと、再生可能エ

ネルギーの導入促進策全体について見直すというふうに書かれております。 

 それから、あとはそれから３年、あるいは次のエネルギー基本計画の改定のときに固定価格買

取制度制度の在り方について見直すと。抜本的な見直しというのは2020年度の終わりということ

で規定がございます。 

○崎田委員 

 ありがとうございます。 

 2020年までよりも、もう少し前の時点でもう一度きちんとみんなで話し合ってもいいかとは思

いますけれども、例えば、今の松村委員のようなご意見もあるということがわかったわけですの

で、もう少しきちんと時間をかけて検討するという選択肢もあるのではないかなというふうに感

じています。 

 なぜ時間をかけてというふうに申し上げるのかというと、基本的にこれは20年という長期でど

う再生可能エネルギーをふやしていこうかという考えている制度だと思いますし、あと、もう一
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つは、ここ数年で、今、電力システム改革という大きなテーマをこの社会で、もちろん法律が通

ってからですけれども、取り組もうとしているわけですので、この電力システム改革によってあ

る程度、例えば料金がもう少し競争状態になって、ある程度下がる可能性がある。だけれども、

再生可能エネルギーのお金は支えなきゃいけない。プラスマイナスでどうなるんだろうか。社会

はその辺に非常に関心を持っておりますので、もう一度、電力システム改革のときに、それにあ

わせて、しっかりと料金に関して話し合うという時期が来ると感じております。 

 ですから、そのときにスタートしてからのいろいろなご意見を総合して、きちんと決めるとい

う、私はそういう選択肢もあるのではないかというふうに感じております。よろしくお願いいた

します。 

○山地座長 

 ありがとうございました。 

 ほかの委員のネームプレートは立ってないですが、今日のこの議題に関しては、意見がないで

も結構ですので、一言は発言していただきたいと思っております。 

 といってボランティアはおられますか。大橋委員。 

○大橋委員 

 ありがとうございます。 

 まず、わが国は再生可能エネルギーを持続可能な形で入れてこうということで、余剰買取制度、

そしてその後に引き続く全量買取制度というものをつくってきました。そのときに今回議論にな

っている回避可能費用ということについて、先ほど議論の経緯も若干ご紹介がありましたけれど

も、十分に今日のような状況を予見して議論していたかというと、このあたりは十分だったかど

うかというのはなかなかよくわからないところがあって、恐らく議論の余地もあったのではない

かと、今振り返ってみれば思うところもあります。 

 他方で、持続可能な形で、再生可能エネルギーを入れていく際には、16ページ目に記していた

だいたところは、認可のプロセスがあるとはいえ、中・長期的にはきちっとそのビジネスがペイ

できる形で行われないといけないだろうと思います。具体的には、一般電気事業者について言え

ば、もし回避可能費用を上げるのであれば、認可のプロセスが短期的に即応して料金が上がるわ

けではないにしても、ただ中・長期的には料金を上げざるを得ない要因につながるわけですから、

そういう意味でいうと、やはり中・長期的にはどこに仕切り目を入れるかという話になるんじゃ

ないかというのは、私も岩船委員がおっしゃる点に同意するところであります。 

 恐らく、それを所与としたもとで、どの値にするのかというときに、今回、余剰買取制度を入

れるときに、回避可能費用というのは全電源平均可変費というものにすると決めました、という
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ことなんだと思います。本当にその変動を調整する電源としてこれが正しいのかどうかというの

は、恐らく別途議論があるところだと思います。今日、北海道電力からもお話があったし、いろ

んな考え方を示していただきましたが、実はこの話は、ここに多分とどまる話ではなくて、この

調整電源のコストの在り方だとか、価格だとかは市場の設計を今後システム改革なんかで考えて

いくときにも、実は重要な考え方になっているんだと思います。 

 長々説明していますけれども、つまり、私も今、崎田委員がおっしゃったように、若干、時間

的余裕を持って考えていく必要があるのかなと。つまり、ここだけでそのサーチャージの額で変

動電源を幾らにするという話をするよりも、もう少しシステム改革全体の中で、この変動電源の

コストって何ですかということを考えていったほうが電気事業全体を眺めたときに整合がとれる

姿になっていくんじゃないかというふうに思いまして、そういう意味でいうと、システム改革の

タイミングを見ながら、一度こういうふうなものを横串を刺して議論するような場を設けていた

だければ、非常にありがたいのかなというふうに思いました。 

 以上です。 

○山地座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、佐藤委員、お願いします。 

○佐藤委員 

 構造が非常に複雑ですが、シンプルに考えると、この回避可能費用というのは、現実に即した

金額で考えるのが一番素直ではないかと思います。。そういうふうに考えると、この選択肢のうち、

全電源を平均するというのは、最初の制度設計としては不確定な要素があったわけですけれども、

現在ここまで来てみると、原子力発電が止まっているという状態で、火力発電でほぼ調整してい

るという状態だと思いますので、火力を中心とするというのが現実に今あって合っているのでは

ないかと思います。現実に合わない制度を継続するという必要性があるのか、私には分からない、

というのが私の意見です。 

○山地座長 

 馬場委員、どうぞ。 

○馬場委員 

 なかなか、これは難しい議論だなというが私の率直な感想で、この回避可能費用の議論という

のはなかなか難しくて、一応、確かに一見すると火力というので変動成分というのは押さえてい

るというようなことなんですけれども、結局、実際の運用とかを考えると、火力機とかほかの機

械にしても、余り北海道電力さんのところの説明でも出てこなかったですけれども、機器の最低
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出力とか、そういうような出力の変化幅とか、そういった制約とかいろいろなものが入ってきて、

正確に本当に回避可能費用というのを算出するというのは、現時点ではなかなか難しいのではな

いかな。 

 非常に、大橋委員もおっしゃられましたけれども、いろいろやっぱり難しいことがあって、も

し本当に厳密にその回避可能費用を計算しようとすると、数回のこんな議論では答は僕は出ない

じゃないかというのがあって、やはり、もう少し、崎田委員もおっしゃられたとおり、じっくり

議論をしなくてはいけないのかなというような気もしております。いろいろ考え方はあるかなと

思うんですけれども、私としてはちょっとなかなか短期に答えが出ないかなというような気もす

るので、じっくり議論をすべきではないかというふうに思いました。 

○山地座長 

 松村委員、名札が立っているんだけれども、１回目の見解を、まず山内委員にもらってからに

しましょう。 

○山内委員 

 ありがとうございます。私は、皆さんがおっしゃっていることと共通するところがあると思う

んですけれども、今回、回避可能原価の考え方を変えることによって何か変わるかということな

んですけれども、さっき弊害があるとかないとかという話もありましたので、そういう話もある

けれども、もう一つは制度的な問題というかフィージビリティの問題があると思うんですよね。

回避可能原価を今の方針から変えて、例えば、総括原価の原価構成が変わると、それによって料

金改定しなきゃいけないので、それはどうするんだとか、いろんな問題があって、それでさっき

松村委員が多分、聞いている人でわかった人は余りいないと思うんだけれども、変分改定とか何

とかと、そういう話があったんだけれども、それもしないとすればどうするんだとか、いろんな

話があると思うんです。個人的な意見で言うと、やっぱりフィージブルじゃないと４月１日から

はとてもいけないということなので、それは押さえなきゃいけないというふうに思っています。 

 それと、もう一つは、皆さんがおっしゃったように、制度が変わっていく中で、これは本来ど

うあるべきだという議論をしたほうがいいんじゃないのというのは私もそのとおりだと思ってい

て、神学論争みたいになる可能性もあるんですけれども、しかし、本来こうあるべきだという議

論は少し時間がかかるのかなというふうに思っています。そのときに、それについての考え方は

私なりにあるんですけれども、こういうふうな形で具体的にどういうふうにその変動調整してい

るので、原価を計算するのかという考え方も１つあるし、それから、卸取引所を使うというのは

マーケットで決まったのが、それがそうだよということを言っているわけですね。もう一つある

とすると、一応、計量経済学とかツールを持っているので、コストファンクションをはかってき
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て限界費用をはかるというやり方もないことはない。いろんなやり方があるんだけれども、私は

そのときに、今いろんな意見がありましたけれども、リアルに説明できるのがいいのか、あるい

はもう一つ、これは決めの問題なので、例えば今のコストファンクションの例なんか見ると、そ

ういう形でのある程度説明能力があるわけですよね。だから、それがいいのかどうか、そんなこ

とも議論すべきだなというふうに思っています。いずれにしても、話を戻すと、かなりフィージ

ブルな議論をしなきゃいけなくて、そうじゃないと先に進まないので、それを押さえましょうと

いうことと、それには具体的にはどうするんだという話をもう少し制度的な問題を含めて資料と

いうか、情報がないといけないかと思うんですけれども、それが１つ。 

 それから、もう一つは、制度改革を含めて真のあるべき姿みたいな議論をしましょう、それが

２つ目です。 

 以上です。 

○山地座長 

 ありがとうございます。 

 それでは松村委員。 

○松村委員 

 このまま発言しないと本当に先延ばしにされるのではないかと恐れています。私はそれにも、

先延ばしにも反対します。この資料にも明確に書いてあると思うのですが、変動電源が具体的に

何なのかを厳格に決めるのは極めて困難で、そんなことは既に議論の大前提になっている。した

がって、例えば太陽光に関してはこう変動しているのだから厳格に計算するとこうなりますなど

という提案は、最初から出てきていないわけです。それが難しいから、今制度を変えるのは難し

い、もっと慎重に議論せよなどというのは、私には全く理解できない。そんなことは１カ月議論

したら、２カ月議論したら完全に確定できるようになるか。それは難しいのはわかりますけれど

も、完全に確定するなど簡単にできるわけがない。そこが難しいということを理由にして先延ば

ししようというのは、前やった失敗、全電源平均可変費で回避可能原価を算定するという愚かな

誤りをもう一度繰り返すことになると思います。 

 前、これが全電源平均の可変費に決まった経緯は、他の制度とコンシステントかどうかとかと

いう議論が最後の最後には出てきて、それで、ある意味で変なのはここだけではないからと言う

理屈で通してしまったのではないかと、私は強く疑っています。どう考えても理屈に合わない制

度にしてしまったと私は考えていますが、それで今回も、すぐに決めるのがとても難しい、慎重

に議論しましょう。システム改革の行方をきちんと見守ってからなんて言ったら何年先になるか

わからない。不合理だという指摘がこれだけ出てきているにもかかわらず、この不合理な制度を
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そのままずっと温存しましょうと言っているのに等しいと私は思います。フィージブルでないよ

うな提案は今回出てきていないわけです。私はこの提案のどれかというのを採用するのであれば、

そんな何年もかけて議論しなければできないようなものだとは到底思えません。 

 厳格にどの電源で調整するかということは確定できないから長くかかるなんていう議論は到底

理解しかねます。火力平均ということをしつこく言って申しわけないのですが、火力平均だと完

全に正しいと主張しているのではありません。明らかに調整しないものの可変費を除くべきだと

言っているだけであって、火力平均は確かに正しくない、調整しているのは石炭よりも石油のほ

うが多いということがあるのかもしれないとかということを言い出せば、確かに火力平均でも不

正確なのですが、今の全電源平均可変費よりは遙かにましなものだと私は思っています。遙かに

ましなものがあるにもかかわらず、電力システム改革の行方を見ながらゆっくりやりましょうと

いう主張は、単なる怠慢なのではないかと思います。 

 以上です。 

○山地座長 

 岩船委員、また立っていますが、どうぞ。 

○岩船委員 

 ありがとうございます。私は、個人的にいうと、エネルギーシステムのシミュレーションをや

っていますので、やはり回避可能原価は火力平均あたりで決められるのが妥当だと思います。そ

う思うというのは前提とした上で、今回、最初にこれを変えなくてはいけないのかという話をさ

せていただいたのは、やはり、来年度以降やるというような短期的な話で、いきなり、この回避

可能原価と賦課金の割合を急激に変えるということが、事務的なコストとかそういったところで、

いろんな負担が大きいんじゃないか、という懸念があったためです。最終的に消費者の負担が変

わらないのであれば、きちんと丁寧に説明することで、別に電力会社は懐に入れているわけでは

ないということをきちんと説明して、そのことを明らかにすればよいのではないか。区分けを確

かにしっかりすべきというのはわかるんですけれども、それほど大きな弊害だと私は思っていな

かったので、それであれば、例えばもう少し先にシステム改革の議論とあわせて議論すべきで、

回避可能原価の話だけを取り出してするというのは少しどうなのかなということで言わせていた

だいた意見です。 

 あとは、松村先生がおっしゃったように、例えばエリアを越えて検討する分にはいいと思うの

ですが、北海道電力さんのように、再生可能エネルギーの量は多いけれども需要が少ないところ

では、料金に付加するか賦課金に付加するかで、かなり料金が高くなることが起こるでしょう。

それが妥当な姿なんだよと言われればそうなのかもしれませんが、そのような急激の変化の影響
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が大き過ぎないかなという気がしています。 

 以上です。 

○山地座長 

 委員の方は一通りご発言いただいたんですが、オブザーバーの方で、どなたかご発言、ご希望

ございますか。 

 調整電源について、火力だけで水力は要らないんじゃないかというような話もありましたが、

よろしいですか、特に電力会社さん。 

 それでは、どうぞ。風力発電協会様。 

○塚脇オブザーバー 

 風力発電協会の塚脇でございます。今、先生方のお話で大体言いたいことは出ておるんですけ

れども、事業者の立ち場から、ちょっと言わせていただきたいと思います。 

 １つは、回避可能原価というのが、最終的には最終ユーザーにとっては回避可能原価が上がる

か下がるか、その分、賦課金が上がるか下がるかというのは、もし岩船先生が最初におっしゃっ

たように、お客様への価格が変わらないのであれば料金の色分けだけの話なんですけれども、そ

の色分けというのは、我々事業者にとっては結構大きな問題でございまして、何かといいますと、

今、例えば８円ぐらいの回避可能原価で私どもが売っておりますので、そういたしますと電力会

社さんも、それからＰＰＳさん、ここにいらっしゃるエネットさんも、自分たちで火力をやるよ

りも安いじゃないかと、買おうということで、今まで電力会社さん、あそこに座っておられるの

で怖いんですけれども、自然エネルギーなんか買うかということだったのに、いろいろ考えてみ

ると安いから買おうじゃないかということで、みずからが太陽光発電だとか風力に入ってこられ

て、どんどん進んでいっているんです。安い回避可能原価というのは、卸売りという形でいくと

卸の電気を買う人にとっては魅力的な話です。これを上げるということは、火力と同じコストに

なるんだったら、別にあなたから買わなくていいよと、うちの火力発電所を回すからという話に

なってしまうんですね。その意味では、回避可能原価が上がるということについては、我々ビジ

ネスのフィールドにいる人間としては、結構やりにくくなるなと。短期的な話ですけれども、と

いうふうに思っております。 

 とりあえず、それだけでございます。 

○山地座長 

 エネット様ですね。お願いします。 

○谷口オブザーバー 

 ありがとうございます。エネットの谷口でございます。 
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 オブザーバーではありますが、新電力の事業をやっている立場から、回避可能費用の見直しに

関して意見を述べさせていただきます。 

 結論から言いますと、見直しに当たって、すぐに見直すということになってしまうと、我々新

電力にとってももちろんですが、需要家の方々にとっても影響が大きくなるというケースが想定

されるということがございますので、我々としてももう少し時間をかけて需要家負担の低減と、

競争促進による需要家の便益性の向上という２つの観点から検討を行い、必要な措置についても

考えていただいた上で見直し価格を決めていただくことを要望いたします。 

 理由を少し説明させていただきますと、まず、我々新電力にとって、お客様に電気をお売りす

るための電源の調達手段を確保することがが、今、非常に厳しい状況になっております。そうい

う意味で、この再生可能エネルギーというのは、我々にとって非常に貴重な供給力確保手段の一

つとなっております。バイオマスや水力はもちろんのことながら、太陽光・風力についても工夫

しながら我々は調達し、供給力として活用しているというのが実態でございます。 

 エネットのケースにおきましては、昨年度の供給量の約１割は、この再生可能エネルギーで賄

っておりますので、そういった意味で、事業で活用しているということはご理解いただけるかと

思います。 

 今回のこの見直しによって、回避可能費用が新電力が持っている原価構成と比べて極端に高く

なってしまうと、新電力としては数少ない電源調達手段を失うことにもなりかねないということ

で、結果として競争が進まずに自由化のメリットをお客様が十分享受できないということにもつ

ながりかねないということを危惧しております。 

 また、ＦＩＴ電源を新電力が調達できないということになれば、調達主体が自然と電力会社さ

んのみという形になりまして、仮にサーチャージの額が下がったとしても、回避可能費用が電力

会社の電気料金の中で我々との競争が働きづらい一部のお客様に転嫁されるという可能性もござ

いますし、そうなってくると最終的に一部の需要家の方々は負担が同じ、また場合によっては、

さらに悪化するということも可能性があると思っております。例えば、現在の電気事業制度の環

境の中では、残念ながら我々新電力は参入が難しい電力多消費産業というのがございますが、電

力多消費産業の方々の電気料金にもし転嫁されるとなると、これはサーチャージが下がることに

比べてはるかに事業上の影響が大きいということも想定されますので、やはりこういった見直し

が、そういった産業の方々に与える影響というのについても十分配慮する必要があるのではない

かと思っています。 

 また、回避可能費用の見直しの方法については今回の論点の中には入っていませんが、ＦＩＴ

電源といっても発電の特性が異なります。バイオマスであったり水力というのは、我々がベース
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電源と呼んでいるこのベース電源に代替するものになりますし、太陽光であったり風力というの

はピーク電源であったりミドル電源の代替というような形になりますので、運用の実態も踏まえ

つつ、近似的に別々に設定するといったことも比較検討に入れるのは入れてもいいのではないか

というように思っております。 

 特に、一度新たに方式を決定してしまうと、こういった検討を含めた見直しというのは難しい

と思いますので、我々の事業上への影響等も踏まえながら、需要家負担の低減と競争促進による

需要家の便益性の向上という両面から検討を行った上で、場合によっては必要な措置を加えて見

直しを図っていただけることを強く要望いたします。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○山地座長 

 電事連、明田様。 

○明田オブザーバー 

 すみません、電事連ですけれども、簡単に申し上げさせていただきます。 

 先ほどからいろいろご意見が出ておりますけれども、私どももそういった意味で、やはり今回

の見直しの検討に当たって一番大事だなと思ってございますのは、この回避可能原価、先ほどか

らいろんなお考えがあるというのを承って、まさにそう感じたんですけれども、私どもは先ほど

プレゼンで申し上げましたように、今のやり方に一定の合理性があるんじゃないかというふうに

は考えてございますけれども、さまざまなご意見があるということだろうと思っています。 

 そういった中で、やはりそれが国民の皆様にご負担いただいている制度である以上、やっぱり

それを国民の皆様にちゃんとご理解、ご納得いただくということが非常に、先ほど崎田委員から

もご意見がありましたけれども、重要じゃないかと思っておりまして、そういった意味では、私

どもでいうと電気料金との関係とか、そういったものがございます。そういったところで、そう

は言っても実務的な対応、何がしかが必要になってくるだろうということも考えてございますの

で、そういったことも含めまして、やはりご理解ご納得が得られるように、できるだけ慎重にご

議論をいただきたいというのが、私どもの希望でございます。 

 以上でございます。 

○山地座長 

 ありがとうございました。 

 回避可能費用、回避可能原価ともよく言いますけれども、この議論については大体、今日はこ

のあたりにしたいと思いますが、最後に、私の問題を少し申し上げさせていただきたい。回避可

能原価と言っていますけれども、要するに調達した再生可能エネルギーの電気の電気としての価
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値、それを買取費用から差し引いて賦課金サーチャージとして消費者に払ってもらう。そういう

ことですね。しかし、価値は何かというと、結局、電気事業者さんが再生可能エネルギーの電気

を調達したことによって浮く原価であるという意味で回避可能費用と呼んでいるんでしょうけれ

ども、浮くものばかりでもないということですね。先ほど言ったように、これは再生可能エネル

ギーの種類によって違うでしょうけれども、太陽光とか風力みたいに変動するものであれば、先

ほど言った周波数調整のためにＡＦＣで、経済的に燃料費の安い順番で切るんじゃなくて、全体

で調整するという調整もあるわけですし、また、これも難しいところですけれども、たくさん入

ってくると、今度は余剰が出る場合があるので、余剰対策というのもありますから、単に燃料費

が浮くということで一律に決まるものではない、種類別にも少し違うということになると、いず

れにしても近似をしなきゃいけないということだと思うんですね。そのやり方として、とりあえ

ず全電源平均可変費というので今行っているわけだけれども、これをよりよい近似にできるかど

うかということかと、私は理解しています。 

 今日、ちょっと意外だったんですけれども、木村部長の説明の中には固定費代替分というのを

少し言っていましたよね。太陽電池でも30％ぐらいまでとか、風力の場合２％ぐらいまでとか。

この部分は、だから、どっちかというと費用が浮くほうになる話ですけれども、今日ご意見が出

ませんでしたけれどもね。だから、理論的に研究者と詰めればやることはいっぱいあるんですけ

れども、制度の運用としてどういう費用を使うか、やっぱりそこの決め方かなと思っています。

貴重な意見、いろいろ言っていただき、事務局もよく聞いておりましたから、論点としてまとめ

て、一定の結論を得る土台にしたいと思っています。 

 ということで、もう一つ議題がございますので、そちらのほうに移りたいと思います。 

 これは議事の３番目、固定価格買取制度における認定制度の在り方についてでございます。こ

れも、今日は自由な討論ということでございますので、ご意見のある方はネームプレートを立て

ていただきたいと思います。 

 いかがでしょうか。崎田委員、どうぞ。 

○崎田委員 

 ありがとうございます。先ほど私は再生可能エネルギー、この制度を導入するときに国民が支

える覚悟を持ってスタートしたという話をしました。やはりその覚悟を持ってみんなで、とにか

く再生可能エネルギーを支えて、できるだけエネルギーの自給率を高めていこうというふうに動

いてきたわけです。ですから、それをきちんと事業者の皆さんが運用していただいているかどう

かというのをいつも透明性高く、そして社会の信頼性高く運用していただくというのは大変重要

なことだと思っています。 
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 先ほどの資料を拝見して、今、認定件数が急激にふえているけれども、その中で運用されてい

るのがまだ２割程度というのは、１年ぐらいかかることを考えればそんなにおかしい数字ではな

いがというご説明がありました。ただし、やはり今後２年目、３年目と入っていくに当たって、

本当にきちんと導入されていくのかということを見守るというのは、とても重要なことだと考え

ております。 

 そういう意味で、今回しっかりと資源エネルギー庁が36ページですか、状況の調査をしてくだ

さった結果、調査書類などの未提出のところが少しあるようですね。ですから、全体的にはきち

んと運用されているであろうけれども、やはりこの制度をうまく利用しようとあまり準備をされ

ていないような悪質な方がいたら、そこはきちんと排除するようなシステムを持つというのは大

変重要だというふうに思っております。 

 ですから、今回一応運用上、本年の８月31日までに場所、設備ともに決定できない場合には退

場いただくというのは、私は国民目線からいって、そういう厳しさを持っていただくというのは

大事ではないかと感じております。よろしくお願いいたします。 

○山地座長 

 ありがとうございます。 

 それでは佐藤委員、どうぞ。 

○佐藤委員 

 今回、取り消しをするというのは、現状を見て私は妥当だと思います。今後の認定についても、

この経験を生かして、認定の段階で、どういう場合には認定の取り消しができるかを明確にして

おくことがよいと思います。今回の報告徴収を行ったということですが、認定者に対して進捗状

況についての報告義務を定めておくのもよいかもしれません。一定の期間内に発電を開始しない

場合には、認定を取り消すという制度、また準備期間中にも、定期的に報告義務を課すことなど

の制度的な対応が必要だと思います。 

 

○山地座長 

 ありがとうございました。 

 今日はやっぱり１回目ですので、この件についても何がしかのご発言をいただきたいと思いま

す。 

 山内委員、どうぞ。 

 ○山内委員 

 この件ですけれども、山地先生と一緒に制度をやらせていただいて、たしかこれは最後に認定
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の条件を変えたんじゃなかったっけ。そうですね。もっと厳しかったはずでした、設備認定の整

理のところはね。最後、やっぱりその参入を促す、あるいはその参入条件になっちゃいけないと

いうことで条件を緩和したというふうに記憶しているんですけれども、そういう一連の流れの中

で出てきたことだということをまず理解しなければいけないのと、それから、皆さんおっしゃる

ように、再生可能エネルギーについてこれから伸ばしていくという大きな国民的合意の中でやっ

ていることなので、ある程度しょうがないのかなと思いますけれども、それで私は思うんですけ

れども、これは運用の問題なのか、それとも本当に制度の問題なのか、その辺をちょっとはっき

りしなきゃいけないと思っていて、さっきもちょっとお話がありましたけれども、例えば、今の

36ページのところで、本年の８月31までにとあるけれども、基本的にその期限を切っていなかっ

たので、そういったことが問題なのか、それとも、運用としてそれができたのかとか、何かその

辺のことは少し知りたいなというふうには思っています。 

 ただ、一般に聞くと、やはり最初の、私もそれも責任があるんですけれども、値段が比較的高

いというふうに言われて、それに乗っちゃうと、こういうような社会的にもよく言われるような

ことがあるので、その辺の反省はしなきゃいけないなというふうに思っています。 

 以上です。 

○山地座長 

 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでございますか。岩船委員、どうぞ。 

○岩船委員 

 ありがとうございます。この件についてきちんと管理してほしいというのは、きっと皆さん、

同じご意見だと思いますが、10ｋＷ以上のＰＶの説明の話があったと思いますが、もっと小さい

ものに関しては実際どうなのかなという、家庭用の屋根置きの太陽光などで、こういったことと

いうのは実際起こったりしているのかというのは、ちょっとお伺いしたいです。 

○山地座長 

 10ｋＷ未満のほうのことですか。今回の調査は400ｋＷ以上で、その間もあるんですが、今答え

ますか。 

○村上新エネルギー対策課長 

 100ｋＷ単位で運転開始率をモニタリングしたところ400ｋＷ以上から極端に数字が悪くなると

いう実態もあるということも400ｋＷ以上を調査した理由です。もちろん全体の件数の問題で、や

る以上はフェアに全部、全件同じ条件でやりたかったので、我々の行政体力の問題もあったので

すけれども、小さくなればなるほど、その土地の調達の必要がほとんどないとか、ブローカー的
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な人がほとんど介在しないということで、やはりそこは400ｋＷ前後で傾向値に違いがあったとい

うことではないかと思います。 

 それから、山内先生の経緯のところで一言だけ申し上げると、最後、国会修正で調達価格のル

ールがそもそも政府から法律を提出したときと変わりまして、毎年調達価格を決めるルールに変

わったことに伴い、認定も現行のルールにせざるを得なかったというところが経緯的に１点ある

ということです。 

○山内委員 

 認定の認定条件を最初の段階で、たしかあれじゃないのか、電力会社との接続条件が整ってか

らだったのじゃなかったっけ。 

○村上新エネルギー対策課長 

 そこのところにつきましては、今回、契約の申し込みという形にはなっていますけれども、実

際の実務は事前に電力会社さんとの検討を経た上で正式に契約の申し込みをするという時点でご

ざいますので、その点について言えば思想が大きく変わったということは特にないと思います。 

○山内委員 

 私の誤解かもしれませんけれども、ちょっと私自身も、もう一度確認してみます。ありがとう

ございます。 

○山地座長 

 ほかにはいかがでございますか。 

 松村委員、どうぞ。 

○松村委員 

 今回の件については、異議はありません。妥当な対応だと思います。まず、一般論として、太

陽光で出てきた経験を踏まえて、他のところに適用するとかというような議論が、もし今後出て

くるとすれば、少し慎重にお願いします。アセスだとかいろんな類いの問題をいっぱい抱えてい

るものに、この太陽光の経験がそのまま適用はできないということは、もちろん十分御存じのこ

とだと思うので言うまでもないと思いますが、それは慎重に考える必要があると思いました。 

 それから、今回の調査400ｋＷ以上ということで、そこで極端に数字が悪くなったということで

やったということは妥当なことだと思います。しかしこれもルールにすると、400ｋＷよりぎりぎ

りすこし小さなところで集中的にやるという歪んだ誘因を与えかねません。今回はそういう事実

を踏まえてこうしたのであって、今後も400ｋＷで切るということではなく、もちろん柔軟に、必

要があれば範囲を広げるということだと思います。その理解だけ確認させていただきました。 

○山地座長 
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 余り、無理強いをするつもりもないですが、何か一言言っていただくと。 

 大橋委員。 

○大橋委員 

 山地先生のお言葉ですので。全然異議がなくて、やっていただければと。 

 それで、やはりここに35ページ目に書いてありますけれども、これは変なゲーミングで制度が

利鞘を作り上げているような話になっているとすると、そういうのというのは、きちっと制度の

上で防がないといけないと思うんです。つまり、ここに過剰な利益を求めるがゆえにご報告頂い

たような行動に走っている事業者がいるとすれば。そういう意味でいうと、その認定は一定程度

されるべきで、きちっと認定するからにはそのフォローをしていくというふうなことというのは

よろしいんじゃないかというふうに思いまして、特段異議がないということです。 

○山地座長 

 馬場委員、どうぞ。 

○馬場委員 

 私も余り異議はないかなというふうに思います。ただ、今まで性善説でやってきたものが、そ

れではちゃんとうまくいかないのかなというようなことが何となくデータからも出てきているの

で、その辺はやはり皆さんおっしゃられるとおり、ちゃんと解析をして、どういうふうにやった

らいいのかというふうな形で対応をちゃんととらなくてはいけないのかなというふうに思います。 

 ただ、これだけ一遍に何かわっと出てしまって、なかなか調達が難しかったのかなというよう

なケースもあったりなんかするので。だから、急激に何かを変えてしまうと、多分そういうよう

なことが起こるというようなこともあるし、それから実務的にちゃんと、こっちのチェックなん

かにしてもできるのかというのも、いろいろ考えた上でいい制度をつくっていかなくてはいけな

いのかなと思いますが、私自身アイデアがあるわけではないんですけれども、そういったところ

に注意して何か今後は運用していただけばいいんじゃないかなと思いました。 

○山地座長 

 ありがとうございます。 

 一通りご意見を伺ったんですね。オブザーバーの方、そうですね。 

 まず、風力発電協会様、お願いします。 

○塚脇オブザーバー 

 風力発電協会でございます。私どもも、ある一定の買取価格決定から一定の間に着工を行えな

いような事案につきましては、認定の取り消しというふうにしていただきたいというふうに思っ

ておりまして、私ども風力発電業界は固定価格買取制度の導入と同時に環境アセス法というのが
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施行されまして、ほとんどの大規模風力は４年間のアセスを現在しております。ですから、固定

価格買取制度の恩恵に、全くといっていいほど、まだ浴していない業界でございますが、その中

でほとんどの系統、系統量がいっぱいになりますと環境アセスが終わっても連系できないので、

死に案件というのがたくさん出てまいりますが、現在、北海道、東北でそのような設備認定は取

っているものがいっぱいございまして、これらが本当にできるのであればいいんですが、できな

いのであれば認定を取り消していただいて、本当にできる案件を連系させていただきたいと、か

ように思っております。 

○山地座長 

 ありがとうございます。 

 それでは、太陽光発電協会様、お願いします。 

○茅岡オブザーバー 

 太陽光発電協会の茅岡です。太陽光発電協会としても、委員の先生方皆さんがこの制度に全く

異議ないという中で、異議ありますとは全く申せませんけれども、一言だけ言わせて頂きます。、

いろんな事業者に聞いたところ、今回の件はかなりインパクトがございました。また、太陽光発

電協会にも多数の問い合わせが来ております。一体どうなるんだろうかと。というのは、例えば

土地が明確にできてないという中には、今、林地開発をいろいろやっているんだけれども、なか

なかその許可がおりないとか、あるいは法人の変更に手間取っているとか、そういう個別の事情

もございます。 

 ですから、今後、聴聞をしていただくというところで、ある程度の基準を明確にしていただい

て聴聞していただくということを、ぜひお願いしたいと思います。また、その聴聞の基準をでき

れば明らかにしていただくことによって、それに基づいて事業者の皆さん方が、これはできる、

できないという判断が出てくると思いますので、その基準を明確にしていただけたらありがたい

と思います。 

 以上でございます。 

○山地座長 

 ありがとうございました。 

 この議事に関しては、ご意見、大体以上でございましょうか。 

 この件は、先ほどの回避可能原価の話とは大分異なっていて、皆さんのさっきの議論の賦課金

とか、あるいは電気料金の原価になる分もあるんですが、そういう国民負担のもとで進めている

中で、太陽電池の場合は特に急速にコストが下がっているということもあり、特定の個人に皆さ

んの負担のもとで不当に利益がころがっていくというのは避けたいということであります。今回
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は、事務局資料もある意味状況を説明したということですが、今お話もあったように、何らかの

どういう対応がとれるか、少し案を出していただいて、次回以降の議論ということにしたいと思

います。 

 大体、議論をいただいたんですけれども、先ほどもちょっと申し上げたように、事務局に全体

の意見を聞いて何かご対応できるところはお願いしたいと思います。一部はご回答いただきまし

た。何かございますか。 

○木村省エネルギー・新エネルギー部長 

 いろいろなご指摘いただきまして、本当にどうもありがとうございました。 

 回避可能費用の算定方法につきましては、これまでも結構いろんな場で議論されてきたテーマ

ではあろうと思っております。どこかでやはり、きちんと判断はしなくてはならないということ

だとは思っておりまして、私どもにとりまして、やはり来年の賦課金というのが非常にこれは買

取価格と同じぐらい重要な話でございます。その点について、きちんとした説明責任を果たせる

ようなものにしていきたいと思っておりますので、ぜひ、短時間でございますけれども、私ども、

今日のご指摘をきちんと整理させていただいて、できる対応は極力させていただこうと思います

ので、ぜひご協力を賜れればと思ってございます。 

 それから、認定制度の在り方につきましては、山内先生からも今ご指摘がございましたように、

その選択肢については次回以降、整理をしたいと思っておりまして、その中で運用レベルででき

ること、それから制度的に変更を伴うもの、制度といっても法律レベルから恐らく告示のレベル

までございますので、告示の変更というのはある意味運用なのかもしれませんけれども、そうい

うものも含めて、できるだけ考えてみたいと思っております。 

 ただ、もちろん法律レベルということになりますと、当然所要のプロセスが発生するというこ

とでございますので、平成26年度からすぐということにはならないのかもしれませんけれども、

いずれにしても、そこは広く考えさせていただくということでやりたいと思います。 

 それから、聴聞等につきましては、できるだけ、もちろん公正かつ透明な手続きで進めるとい

うことが重要と思っておりまして、我々としても意を尽くすつもりでございます。ただ、１つあ

りますのは、やはり、もうこれは認定が終わって１年経つわけなんですよね。それで、さまざま

なご事情はあるとは思うのですけれども、土地も手当てができていなくて、あるいはその設備の

発注もなさってないということで、それらは基本的にはやはりご自身の問題として解消していた

だくというのが基本ではあると思います。例えば、行政の許可がおりないなど、さまざまなご事

情というのはあるのかもしれませんけれども、それは他人のせいだから、平成24年度の価格でい

いというのは、国民負担との関係で説明がつかない、どこかでターニングポイントみたいなもの
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があるとは思っておりまして、その辺ちょっとお酌み取りいただいて、今後の議論にご協力いた

だければと思ってございます。 

 以上でございます。 

 

３．閉会 

○山地座長 

 どうもありがとうございました。委員の皆様もオブザーバーの皆様も、貴重なご意見をいただ

きありがとうございます。この意見を踏まえて、今後検討を深めてまいりたいと思います。 

 それで、次回のワーキンググループの開催日時は後ほど事務局から別途お知らせをいただくと

いうことになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 では、以上をもちまして本日の買取制度運用ワーキンググループを閉会します。どうもありが

とうございました。 

――了―― 


